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令和３年神審第３７号 

裁    決 

漁船Ａ漁船Ｂ衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

  受  審  人  ｂ 

    職  名 Ｂ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官岸尾光一及び同官小嶋正博出

席のうえ審理し、次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

 受審人ｂを懲戒しない。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和３年５月１０日１１時２３分 

 高知県宇佐港 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 漁船Ａ       漁船Ｂ 
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  総 ト ン 数 １.９トン      １.２トン 

  登 録 長 ８.４６メートル   ６.７９メートル 

  機関の種類 電気点火機関    ディーゼル機関 

   出 力 １１０キロワット  ４２キロワット 

３ 事実の経過 

  Ａは、船体船尾部右舷側に操舵スタンド、同スタンドの後方に操縦

席を備えたＦＲＰ製漁船で、ａ受審人が１人で乗り組み、稚魚の飼育

管理の目的で、船首０.２メートル船尾０.６メートルの喫水をもって、

令和３年５月１０日０８時４０分高知県須崎市浦ノ内出見の係留地

（以下「出見係留地」という。）を発し、同県虎木岬南方沖合のいけ

すに向かった。 

  ａ受審人は、虎木岬南方沖合のいけすに到着して移動しながら稚魚

の飼育管理の作業を行い、１１時１０分虎木岬北方沖合のいけすに至

って、同作業を終了し、次のいけすがある出見係留地沖合に向かうこ

ととし、１１時２２分僅か前須崎市浦ノ内出見に所在する標高   

１１３.７５メートルの四等三角点塩屋（以下「塩屋三角点」とい

う。）から０４６度（真方位、以下同じ。）５７０メートルの地点で、

針路を１１０度に定めて発進し、５.４ノットの速力（対地速力、以

下同じ。）で、手動操舵によって進行した。 

  ａ受審人は、船首方を一見して船舶を認めなかったことから、右舷

方の虎木岬沖合のいけすで作業をしている僚船の様子を見ながら、操

縦席に腰掛けて操船に当たり、１１時２３分少し前塩屋三角点から 

０５７.５度６５０メートルの地点に達したとき、左舷船首１１度 

１００メートルのところに、Ｂを視認することができ、そのままの速

力を保てば、同船が自船の船首方を５０メートル隔てて無難に航過す

る態勢であったが、虎木岬南方沖合のいけすで作業をしている僚船の
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様子に気をとられ、見張りを十分に行わなかったので、このことに気

付かず、Ｂの至近で増速を始めて同船の前路に進出した。 

こうして、ａ受審人は、増速を続け、１１時２３分塩屋三角点から

０６３度７００メートルの地点において、Ａは、原針路のまま、  

２３.８ノットの速力となったとき、その船首がＢの右舷船尾部に前

方から５１度の角度で衝突し、同船を乗り切った。 

  当時、天候は晴れで風はほとんどなく、潮候はほぼ低潮時にあたり、

視界は良好であった。 

  また、Ｂは、船体船尾部中央に操舵スタンドを備えたＦＲＰ製漁船

で、ｂ受審人が１人で乗り組み、稚魚の飼育管理の目的で、船首  

０.１メートル船尾０.６メートルの喫水をもって、同日１１時１７分

須崎市浦ノ内塩間の係留地を発し、虎木岬南方沖合のいけすに向かっ

た。 

  ｂ受審人は、操舵スタンドの後方に立って操船に当たり、１１時 

２２分僅か前塩屋三角点から０６２度８６０メートルの地点で、針路

を２３９度に定め、５.９ノットの速力で、手動操舵によって進行し

た。 

ａ受審人は、針路を定めたとき、右舷船首３０度３５０メートルの

ところに、虎木岬北方沖合のいけす付近から東方に向けて発進するＡ

を初認し、１１時２２分半僅か過ぎ塩屋三角点から０６３度７５０メ

ートルの地点に至り、４.３ノットの速力に減じて続航した。 

ｂ受審人は、１１時２３分少し前自船の右舷方を無難に航過する態

勢であったＡが右舷船首至近のところで、増速を始めたことを認め、

衝突の危険を感じ、大声で叫んだものの、Ｂは、原針路、原速力のま

ま、前示のとおり衝突した。 

  衝突の結果、Ａは船底外板に擦過傷を生じ、Ｂは右舷船尾部に破口
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及び操舵スタンドに倒壊等を生じた。 

 

 （航法の適用） 

 本件は、港則法が適用される宇佐港において、東行中のＡと南下中の

Ｂが衝突したもので、同法には本件に適用される航法規定がないので、

一般法である海上衝突予防法が適用される。 

両船が、そのまま進行すれば、ＢがＡの船首方を無難に航過する態勢

であったところ、東行中のＡが、衝突の１１秒前、両船間の距離が  

１００メートルとなったとき、南下中のＢの前路に向けて増速したもの

であるが、Ｂが衝突を避けるための時間的、距離的余裕はなかったもの

と認められ、海上衝突予防法第３８条及び第３９条による船員の常務に

よって律するのが相当である。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件衝突は、宇佐港において、東行中のＡが、見張り不十分で、無難

に航過する態勢で南下中のＢの至近で増速し、同船の前路に進出したこ

とによって発生したものである。 

 ａ受審人は、宇佐港において、出見係留地沖合に向けて東行する場合、

接近する他船を見落とすことがないよう、見張りを十分に行うべき注意

義務があった。ところが、同人は、虎木岬南方沖合のいけすで作業をし

ている僚船の様子に気をとられ、見張りを十分に行わなかった職務上の

過失により、船首方を無難に航過する態勢で南下中のＢに気付かず、同

船の至近で増速を始め、Ｂの前路に進出して衝突を招き、Ａ、Ｂ両船に

それぞれ損傷を生じさせるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か
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月停止する。 

 ｂ受審人の行為は、本件発生の原因とならない。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和４年１１月２９日 

     神戸地方海難審判所 

        審 判 長 審 判 官  下  條  正  昭 

 

             審 判 官  前  田  昭  広 

 

             審 判 官  池  田  博  美 

 


